
 

 

非常災害対策の徹底について 

 

 １ 防火安全体制の徹底について 

 

 平成２５年３月２７日および平成２５年１２月２７日に「消防法施行令の一部を改

正する政令」等が公布され、防火対象物の用途区分やスプリンクラー設備等の消防設

備の設置基準の見直しが行われました。 

改正の概要につきましては、県から平成２６年１月２３日付け事務連絡（別紙１）

をお送りしておりますので、施設・事業所においては、記載事項に留意の上、対応に

万全を期すようお願いします。 

また、防火安全体制については「社会福祉施設等における防火安全体制の徹底につ

いて」（平成２５年２月１４日事務連絡）の通知をお送りしておりますので、再度ご

確認いただき、社会福祉施設等における防火体制の確保および万一火災が発生した場

合の消火・避難・通報体制の確保等、防火安全対策に万全を期すようお願いします。 

 

 （１）非常災害対策の適切な実施 

   ① 非常災害に関する具体的計画の策定 

   ② 非常災害時の関係機関への通報および連携体制の構築 

   ③ ①および②の事項の定期的な従業者に対する周知 

   ④ 定期的な避難訓練の実施 

  

 （２）消防法その他の法令等に規定された設備の確実な設置 

   ① 消防法等に規定されたスプリンクラーや自動火災報知機等の消防設備

の設置、点検 

 

２ 土砂災害避難マニュアルの作成および避難訓練の実施について 

 

土砂災害警戒区域や特別警戒区域に立地する施設・事業所に対しては、土砂災害に

対する避難マニュアルの作成や避難訓練の実施についてお願いしているところです

が、未作成・未実施の施設・事業所においては、早期の対応をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考資料 

○「土砂災害避難マニュアル」作成の手引き（平成２３年３月 福井県） 

○ 土砂災害避難マニュアル ひな形   （     〃     ） 

  福井県土木部砂防防災課ホームページに掲載 

  http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sabo/hinantebiki.html 

○ 社会福祉施設における災害対策の手引き（平成２３年７月 福井県社会福祉協議会） 

  福井県社会福祉協議会ホームページに掲載 

  http://www.f-shakyo.or.jp/static/0000003/000/00002016.html 

 

 

施設サービス事業に関する留意事項 
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３ 事業所間の災害支援協定の締結について 

 

 国は、平成２４年４月２０日厚生労働省通知「介護保険施設等における防災対策

の強化について」の中で、あらかじめ、都道府県内の施設や近隣都道府県の施設と

の間で、災害時における被災施設利用者の他施設への避難・被災施設からの受入れ、

介護職員等の被災施設への派遣・他施設からの受入れなどの支援について、協定を

結ぶことを検討するよう通知しています。 

 この通知を踏まえ、各介護保険施設等においては、万一の災害時に備えて、あら

かじめ協定締結について検討していただき、協定締結時にはその内容について県に

連絡していただきますようお願いします。 

 

※参考資料 

  ○ 介護保険施設等における防災対策の強化について（平成２４年４月 厚生労働省通知） 

  ○ 大規模災害時における被災施設から他施設への避難、職員派遣、在宅介護者に対す 

   る安全確保対策等について（平成２４年４月 厚生労働省通知） 

     福井県健康福祉部長寿福祉課ホームページに掲載 

     http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/kousinkeisai_d/fil/025.pdf 

     http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/kousinkeisai_d/fil/026.pdf 

 

 

４ 耐震化の促進について 

 

高齢者が利用する施設・事業所においては、大規模地震が発生した際、被害をでき

る限り軽減するため、建築物の耐震化を図ることが重要です。 

県では、国の基本方針を踏まえ、「福井県建築物耐震改修促進計画」に基づき、高

齢者福祉施設など多数の者が利用する特定建築物の耐震化率を平成２７年度までに

９０％にすることを目標としています。 

現状では、旧耐震基準により建築された建築物で耐震診断が未実施の建築物も多い

ため、該当する施設・事業所においては、まず、耐震診断により建築物の耐震性の有

無を確認し、その結果を踏まえ、耐震改修等が必要な場合には、早急に対策を講じる

ようお願いします。 

 

※参考資料 

○ 福井県建築物耐震改修促進計画について（平成１８年１２月 福井県） 

   福井県土木部建築住宅課ホームページに掲載 

    http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenchikujyuutakuka/taisinkeikaku.html 
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原子力災害時における社会福祉施設等入所者の広域避難について 

 

東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故を受けて国の「原子力災害対策指

針」が改正され、県ではこの内容を踏まえ、平成２５年７月に「福井県地域防災計画（原

子力災害対策編）」を改定しました。 

この計画では、原子力災害発生時に、原子力発電所から３０㎞圏内にある市町の住民

が３０㎞圏外へ迅速かつ円滑に避難できるよう、県はあらかじめ「広域避難要綱」で避

難先を定めることとしております。また、３０㎞圏内の社会福祉施設等では、避難場所

や避難経路等を定めた避難計画の作成が必要となっております。 

このため、県では、平成２６年２月１０日付け長第２１０号で通知のとおり社会福祉

施設等入所者の広域避難先の案を作成し、今後、県の広域避難要綱に規定する予定をし

ております。また、施設の避難計画の作成を支援するため、避難計画作成ガイドライン

を年度内に策定する予定をしております。 

正式に決定次第、別途通知しますので、30 ㎞圏内の社会福祉施設等においては、４

月以降、避難計画を作成していただきますようお願いします。 

 

 

感染症対策の徹底について 

 

介護を必要とする高齢者の多くは、感染症に対する抵抗力が弱いために、感染が広が

りやすく、感染症対策を徹底することが重要です。 

 今年度も、食中毒予防注意報が平成２５年１１月２０日から平成２６年３月３１日ま

で発令されており、またインフルエンザ警報が平成２６年２月５日に発令されており、

感染症の発生動向に注意する必要があります。 

 本県においてノロウイルスやインフルエンザ等の感染拡大が懸念される場合には、そ

の都度、施設・事業所に対して、県から「社会福祉施設等における感染症対策の徹底に

ついて」（平成２５年１２月１１日事務連絡）等の通知をお送りしておりますので、感

染予防、感染拡大防止対策の参考としてご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施設における感染予防、感染拡大防止対策） 

①  施設における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための指針を整備す

ること（指針には、平常時の対策及び発生時の対策を規定すること） 

 ② 施設における感染症および食中毒の予防およびまん延の防止のための対策を検討する

委員会を３か月に１回以上開催し、その結果について、施設職員に周知徹底を図るこ

と 

 ③ 施設職員に対し、感染症及び食中毒の予防およびまん延の防止のための研修を年２回

以上実施すること 

 ④ 厚生労働大臣が定める感染症または食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順

（平成１８年３月３１日厚労告２６８号）に沿った対応を行うこと 

※福井県指定介護老人福祉施設の人員、設備および運営の基準等に関する条例施行規則第１０条他 
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また、次のような場合には、施設長は迅速に保健所に報告することとなっております。

その際には、保健所に今後の対応の相談をし、その指導に従っていただくようお願いし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、長寿福祉課のホームページにおいて、「高齢者介護施設における感染対策マニ

ュアル」（平成２５年３月 厚生労働省）や「社会福祉施設等における感染症等発生時に

係る報告について」（平成１７年２月２２日 厚生労働省通知）等が、福井県感染症情報

ホームページにおいて、各感染症の発生動向等が閲覧できますのでご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税率の引上げに伴う食費・居住費等の改定について 

 

平成２６年４月１日から消費税率が８％に引き上げられることに伴い、食材料費や光

熱水費等の仕入れに係る消費税相当分をコスト上昇要因として食費・居住費等を改定す

る場合には、入所者本人または入所者のご家族に料金改定の算出根拠を丁寧に説明し、

同意を得た上で、変更後１０日以内に県へ料金改定の変更届を提出してください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（報告が必要な場合） 

       ① 同一の感染症や食中毒による、またはそれらが疑われる死亡者・重篤患者が１週間 

         以内に２名以上発生した場合 

       ② 同一の感染症や食中毒の患者、またはそれらが疑われる者が１０名以上または全利用 

者の半数以上発生した場合 

       ③ 通常の発生動向を上回る感染症の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた 

         場合   
※厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順（平成 18 年 3 月 31 日

厚労告 268 号） 

 

 

 

 

 

 

 

 
※参考 

長寿福祉課ホームページ http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/chouju-kansenshou.html 

福井県感染症情報ホームページ http://www.erc.pref.fukui.jp/kansen/ 

 

※提出資料 

○ 指定居宅サービス事業等変更届出書（細則様式５） 

○ 食費、居住費の料金が記載してあるもの（変更前および変更後） 

運営規程、重要事項説明書、利用契約書、利用料金表など 

○ 食費・居住費の積算根拠 参考様式（変更前および変更後）（別紙２） 
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サービス付き高齢者向け住宅普及促進事業補助金について 

 

≪目 的≫ 

 中重度の要介護者も受入可能なサービス付き高齢者向け住宅の県内全域への普及を

促進 

 

≪事業内容≫ 

 サービス付き高齢者向け住宅の整備率が低い市町において、交付要件を満たす住宅を

整備する事業者に対し、国の補助金に上乗せして助成 

  ※平成２６年度は越前市、池田町以外の市町が補助対象 

 

≪交付要件≫ 

① 定期巡回・随時対応サービス事業所 または 小規模多機能型居宅介護事業所（複

合型サービスも可）を併設すること 

 

 

 

 

 ②開設後に中重度の要介護者を受け入れること 

 ③その他、同補助金取扱要領に定める要件を満たすこと 

  

≪対象経費≫ 

 サービス付き高齢者向け住宅の新築 または 改修に要する経費 

 

≪補助率等≫ 

 国土交通省の補助額の２分の１（上乗せ） 

（上限５０万円／戸 ただし、機械浴槽を設置しない場合は上限３０万円／戸） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（併設の具体例） 

既設の小規模多機能型居宅介護事業所の隣接敷地に、新たにサービス付き高齢者向け住宅を

整備する場合（同一事業者・他事業者いずれも可）も交付の対象 

※参考  

国土交通省の「サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金」 

     新築：工事費の１０分の１ （上限１００万円／戸） 

     改修： 〃   ３分の１ （上限１００万円／戸） 
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 事 務 連 絡  

平成２６年１月２３日  

老人福祉施設施設長 様 

介護老人保健施設管理者 様 

有料老人ホーム施設長 様 

 介護保険サービス事業所の長 様 

 

                        福井県健康福祉部長寿福祉課長 

 

消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について 

 

 日ごろから、本県の高齢者福祉行政の推進に御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 みだしのことについて、消防庁から別紙のとおり通知がありましたのでお知らせします。 

 改正の主な内容は下記のとおりとなっております。詳細等について御不明な点がござい

ましたら、最寄りの消防署または下記担当までお問い合わせください。 

 スプリンクラー等設置の補助制度につきましては、貴施設の所在する市町の介護保険担

当課までお問い合わせくださいますようお願いします。 

 

記 

 

 １ スプリンクラー設備の設置基準の見直し 

   消防法施行令別表第１（６）項ロに掲げる施設については、原則として、延べ床面 

積に関わらず、全ての施設にスプリンクラー設備を設置しなければならない。 

 

 ２ 自動火災報知設備の設置基準の見直し 

   消防法施行令別表第１（６）ハに掲げる施設のうち、利用者を入居させ、または宿 

泊させるものについては、延べ床面積に関わらず、全ての施設に自動火災報知設備を 

設置しなければならない。 

 

 ３ 消防機関へ通報する火災報知設備に関する基準の見直し 

   消防法施行令別表第１（６）項ロに掲げる施設に設ける消防機関へ通報する火災報 

知設備にあっては、自動火災報知設備の感知器と連動して起動するものとする。 

  （ただし、自動火災報知設備の受信機および消防機関へ通報する火災報知設備が防災 

センターに設置されるものにあっては、この限りでない。） 

 

 ４ 施行日 

   平成２７年４月１日 

  （ただし、現に存する対象施設および現に新築や増築等の工事中の対象施設について 

は、平成３０年３月３１日までは従前の例による。） 

 

（注）その他詳細については、消防庁報道発表資料を御参照ください。 

www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h25/2512/251227_1houdou/01_houdoushiryou.pdf 

 

【問合せ先】 

 施設サービスグループ 担当：尾上 

  TEL： 0776-20-0333 

Email:y-onoe-rl@pref.fukui.lg.jp 

FA 

別紙１ 
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消防設備の設置基準の改正について 

 

１ 消防法上の用途区分 

6項 現 行 改正後 

ロ 

・特別養護老人ホーム 

・介護老人保健施設 

・老人短期入所施設 

・養護老人ホーム 

・認知症高齢者グループホーム 

・有料老人ホーム 

（主として要介護状態にある者を入居させるもの※１） 

・特別養護老人ホーム 

・介護老人保健施設 

・老人短期入所施設 

・養護老人ホーム 

・認知症高齢者グループホーム 

・有料老人ホーム 

（避難が困難な要介護者を主として入居させるもの※２） 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

（避難が困難な要介護者を主として宿泊させるもの※２） 

・軽費老人ホーム 

（避難が困難な要介護者を主として入居させるもの※２） 

・その他これらに類するものとして総務省令で定める 

もの（複合型サービスなどを想定※３） 

ハ 

・有料老人ホーム（上記以外） 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

・軽費老人ホーム 

・デイサービスセンター 

・有料老人ホーム（上記以外） 

・小規模多機能型居宅介護事業所（上記以外） 

・軽費老人ホーム（上記以外） 

・デイサービスセンター（上記以外） 
 ※１「主として要介護状態にある者を入居させるもの」については介護居室の割合が定員全体の半数以上を目安に消防署で判断 
※２「避難が困難な要介護者」については要介護３以上の者。「主として入居、宿泊させる」の解釈については今後通知予定 

※３「その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの」については今後制定予定 

 

２ 消防設備の設置基準 

 

6項 

現 行 改正後 

スプリンクラー 
自動 

火災報知設備 

消防機関への 

火災通報装置 
スプリンクラー 

自動 

火災報知設備 

消防機関への 

火災通報装置 

ロ 
延べ床面積 

275㎡以上 

すべての施設 すべての施設 すべての施設 すべての施設 すべての施設※ 

ハ 

延べ床面積 

6,000㎡以上 

延べ床面積 

300㎡以上 

延べ床面積 

500㎡以上 

延べ床面積 

6,000㎡以上 

利用者を入居、 

宿泊させるもの  

→すべての 

施設 

上記以外 

→延べ床面積 

300㎡以上 

延べ床面積 

500㎡以上 

 ※ロに掲げる施設に設ける火災通報装置にあっては、自動火災報知設備の感知器と連動して起動するものとする。 
  （ただし、自動火災報知設備の受信機および火災通報装置が防災センター（常時人がいるものに限る）に設置されるものにあっては、この限りでない。） 

 

３ 施行日 
  平成２７年４月１日 

  ただし、現に存する施設および現に新築や増築中の施設については、平成３０年３月３１日までは従前の例 

による。 
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―：補助対象外

○：補助対象

消火ポンプ 自動火災報知設備
消防機関への
火災通報装置

1,000㎡未満
1,000㎡以上の

平屋建て

地域介護・福祉空間整備交付金　補助単価 第６項 9千円/㎡ 17千円/㎡ 2,250千円/施設 1,000千円/施設 300千円/施設

ロ ○ ○ ― ―

ロ ○ ○ ― ―

ロ ○ ○ ― ―

ロ ○ ○ ― ―

ロ ○ ○ ― ―

ロ・ハ ○ ○
平屋建て以外も対象

○
300㎡未満

○
500㎡未満

ロ・ハ ○ ○
平屋建て以外も対象

○
300㎡未満

○
500㎡未満

ロ・ハ ○ ○
平屋建て以外も対象

○
300㎡未満

○
500㎡未満

ロ・ハ ○ ○
平屋建て以外も対象

○
300㎡未満

○
500㎡未満

ロ・ハ ○ ○
平屋建て以外も対象

○
300㎡未満

○
500㎡未満

既存施設のスプリンクラー等整備　補助対象施設一覧（Ｈ26以降）

施設種別

消防法
施行令

別表第１
用途区分

スプリンクラー

≪設置義務≫
　（ロ）すべての施設
　（ハ）延面積6,000㎡以上

≪設置義務≫
　（ロ）すべての施設
　（ハ）入居・宿泊させる
　　　　もの：すべて
　　　　それ以外：延面積
　　　　300㎡以上

≪設置義務≫
　（ロ）すべての施設
　（ハ）延面積500㎡以上―

交付金
の

流れ

※ 生活支援ハウスのほか、宿泊を伴う高齢者施設のうち、知事が特に必要と認めた施設

養護老人ホーム

認知症高齢者グループホーム

老人保健施設

特別養護老人ホーム　【定員29名以下】

複合型サービス事業所

特別養護老人ホーム　【定員30名以上】

○
1,000㎡未満

国

↓

市
町

↓

事
業
者

生活支援ハウス等（※）

軽費老人ホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

有料老人ホーム
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居住費（滞在費）および食費計算書　（例）

ユニット型個室 30人　 5人　 35人　 

ユニット型準個室 0人　 

従来型個室 20人　 5人　 25人　 

従来型多床室 20人　 20人　 

計 70人　 10人　 80人　 

○居住費（滞在費）

計 備　考

①施設建設費 A 330,000,000 円 180,000,000 円 120,000,000 円 630,000,000 S60新築、H15増築

補助金等 B 100,000,000 円 130,000,000 円 80,000,000 円 310,000,000 国・県補助、市補助

②建設借入金利息 C 30,000,000 円 10,000,000 円 11,000,000 円 51,000,000

利子補給補助金 D 10,000,000 円 3,000,000 円 3,500,000 円 16,500,000 県補助

室 　建設費用　計 E=(A+C)-(B+D) 250,000,000 円 57,000,000 円 47,500,000 円 354,500,000

　原価算定期間 F 20 年 20 年 20 年

　建設費用／年 G=E/F 12,500,000 円 2,850,000 円 2,375,000 円

③修繕費（年額） H 3,000,000 円 1,800,000 円 1,200,000 円 6,000,000

④維持費（年額） I 1,500,000 円 1,000,000 円 600,000 円 3,100,000

料 ⑤備品費（年額） J 500,000 円 0 円 0 円 500,000 ユニット共同生活室

　室料対象額　計 K=G+H+I+J 17,500,000 円 5,650,000 円 4,175,000 円

定員 L 35 人 25 人 20 人 80

利用率 M 98.5 ％ 98.5 ％ 98.5 ％ H23～25平均

　室料　日額 N=K/L/M/365 1,390 円 628 円 580 円

①光熱水費 ア 5,500,000 円 3,600,000 円 2,400,000 円 11,500,000
H23～25平均（11,180,000円）＋
消費税増税分（320,000円）

光 ②燃料費 イ 1,000,000 円 600,000 円 400,000 円 2,000,000
H23～25平均（1,944,000円）＋
消費税増税分（56,000円）

熱 　光熱水費対象額 ウ=ア+イ 6,500,000 円 4,200,000 円 2,800,000 円 併設デイを除く

水 定員 エ 35 人 25 人 20 人

費 利用率 オ 98.5 ％ 98.5 ％ 98.5 ％ H23～25平均

　光熱水費　日額 カ=ウ/エ/オ/365 516 円 467 円 389 円

Ｎ＋カ 1,906 円 1,095 円 389 円

光熱水費のみ

1,900 円 1,000 円 380 円

○食　費

①食材料費 ａ 25,000,000 円

特別な食事用材料費 ｂ 2,000,000 円

食 　対象食材料費 ｃ=ａ-ｂ 23,000,000 円

②調理員人件費 ｄ 18,000,000 円 H23～25平均

　食費対象額 ｅ=ｃ+ｄ 41,000,000 円

費 定員 ｆ 80 人 全定員数

利用率 ｇ 98.5 ％ H23～25平均

　食費　日額 ｈ=ｅ/ｆ/ｇ/365 1,425 円

1,400 円

（朝400円、　昼500円、　夜500円）

併設短期入所介護老人福祉施設

 （注）あくまでも参考であり、利用者負担の内容が分かれば様式や計算方法等は任意

居住費（滞在費）設定額

H23～25平均（24,305,000円）＋消費税増税分
（695,000円）

H23～25平均（1,944,000円）＋消費税増税分
（56,000円）

食費設定額

施　設　名

サービス種別

居室類型別定員

居住費（滞在費）日額

○○○○荘

計

従来型個室ユニット型個室 従来型多床室

別紙２ 

別紙２【参考様式】食費・居住費の積算根拠.xls　計算書(記載例）48




